
令和７年度 社協事業計画 
 

《基本方針》 

 今日の地域生活課題は複合化・複雑化・深刻化しており、制度の狭間や声を上げづらい

人たちのニーズや、社会経済の変化の中で新たに生じているニーズが顕在化してきている

状況にあります。さらに、認知症や知的障がい、その他の精神上の障がいがあることで財

産の管理や、日常生活等に支障が出てきている人が増えている状況にあります。 

 社会福祉協議会には、こうした課題やニーズを見逃さないよう、これまで以上に地域に

出向いて住民との対話や、関係機関・団体等と連携などを通して情報を共有する必要が求

められるとともに、住民の権利や財産を擁護、保全する取り組みを進めていくことが求め

られています。 

 本会においては、地域福祉計画・地域福祉実践計画の基本理念である「一人ひとりが安

心で幸せな暮らしを、みんなで支え合うまちづくり」を基盤とし、地域生活課題や権利擁

護に関するニーズや支援を必要とする町民への対応を行政や関係機関などと連携して推進

し、地域福祉を推進する中核的な組織としての使命を果たして参ります。 

 また、町民が住み慣れた地域で安心した生活を続けられるよう、地域住民の視点に立っ

た質の高いサービスを提供し、町民から理解される事業経営を展開します。 

 

 

《基本理念》 

一人ひとりが安心で幸せな暮らしを、みんなで支え合うまちづくり 

 

《基本目標》 

１ 人づくり 

  地域福祉を推進する上では、福祉に関する情報が広く浸透し、多くの町民に福祉の意

識が広がり、幅広い世代が自らの意思で主体的に福祉活動に参加することが必要です。

そのためには、情報提供や学習機会を通じ福祉意識の醸成を図ります。 

  また、担い手不足の解消のため、人材確保の支援やボランティアの育成などに取組み

ます。 

２ 仕組みづくり 

  地域の中で生活などに不安や課題を抱えている人に対応するためには、身近なところ

での支え合いが早期発見、課題の解決へとつながります。このため、町民と支援機関や

行政が、それぞれ連携を図り必要な支援に結びつける取組みを進めます。 

３ 地域づくり 

  安全で安心して暮らせる地域の実現には、町民同士がお互いを支え合う仕組みを再構

築し、地域福祉の体制づくりが必要です。 

  健康・介護対策の推進とともに、総合相談や支援体制の整備を進め、また、人権・権

利擁護体制の整備に取組み、支え合いの地域づくりを目指します。 
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令和７年度　事業体系

1 人づくり 01 福祉作文コンクール開催事業

02 社協だより発刊事業（広報活動）

03 ホームページ運用管理事業

01 ボランティア研修会開催事業

02 ボランティアポイント事業（付与・管理）

03 介護予防サポーター養成・管理事業

04 社協共募役員等研修事業

05 ボランティア活動保険加入促進事業

2 仕組みづくり 01 みらいえ利用促進事業（ふれあいサロン事業）

02 認知症カフェ開催事業

03 地域サロン活動支援事業

04 社会福祉大会開催事業

05 福祉フェア開催事業（実行委員会）

06 共同募金活動支援事業

07 赤い羽根チャリティーカラオケ開催事業

08 福祉団体支援事業

09 農村環境改善センター管理事業

10 こども食堂開催事業（実行委員会）

01 給食サービス事業（見守り配食事業）

02 介護保険事業（訪問介護）

03 障害者総合支援事業（居宅介護・重度訪問介護）

04 生活支援コーディネーター設置事業

（生活支援体制整備事業）

3 地域づくり

01 心配ごと相談所開設事業

02 介護保険事業（居宅介護支援）

03 生活相談及び資金貸付事業（町社協、道社協）

04 生活困窮者に対する安心サポート事業

05 地域包括支援センター事業

01 日常生活自立支援事業

02 あんしんサポートセンター事業

01 健康教室すまいるあっぷ運営事業

（地域介護予防活動支援事業）

みんなが
暮らしやすい
地域づくり

地域活動支援センター運営事業

（２）福祉の人材育成

基本目標 重点項目 推進事業

（１）福祉教育の推進

（１）住民参加・世代間交流

みんなが
利用できる
仕組みづくり

（２）生活支援サービスの
　　　推進

みんなで
地域を支える
人づくり

災害ボランティアセンター設置運営事業

（３）人権・権利擁護体制の
　　　整備

（４）災害時の避難支援
　　　体制の充実

（５）健康・介護予防の推進

（３）就労支援体制の整備 01

（２）総合相談・
　　　支援体制の整備

（１）交通支援・
　　　生活環境の確保

01

地域福祉実践活動推進事業01
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 基本目標１ 人づくり  

（１）福祉教育の推進 

事業名等 事業概要 

01 

福祉作文コンクール 

開催事業 

1.目的  児童の社会福祉へ関心、理解を高めるとともに

思いやりの心を育み、ボランティア精神の育成を

図る。また、作文集を発刊する。 

2.期日  社会福祉大会 

3.対象  町内在住の小学生 

4.内容  作文の募集、審査、発表、表彰 

02 

社協だより発刊事業 

（広報活動） 

 

1.目的  広報「ふれあい」を通じて、地域福祉のまちの

実現に向けた社協事業や福祉関連事業の情報を

発信し、広報活動により福祉教育につなげる。ま

た、町民が、福祉についてより関心を持ち、学び

を深められるような情報やテーマをわかりやす

く情報発信する。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民など 

4.内容  広報ふれあい（毎月発行） 

03 

ホームページ 

運用管理事業 

1.目的  ホームページなどを通じて、地域福祉のまちの

実現に向けた社協事業や福祉関連事業の情報を

発信し、広報活動により福祉教育につなげる。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民など 

4.内容  インターネットによる広報 

 

（２）福祉の人材育成 

事業名等 事業概要 

01 

ボランティア研修会 

開催事業 

1.目的  ボランティア活動を通じた担い手の育成や拡

充を行い、活動先の需要と供給の調整を行い、サ

ービスの向上と活動の充実を図る。 

2.期日  未 定 

3.対象  ボランティア実践者、一般町民など 

02 

ボランティアポイント 

事業（付与・管理） 

 

1.目的  共に支え合う地域づくりを推進するため、介護

予防サポーター及びボランティア実践者へ活動

に応じたポイントを付与し、介護予防及びボラン

ティア活動の活性化を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  ボランティア実践者、一般町民 

4.内容  とくとっぷカードへのポイント付与 
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03 

介護予防サポーター 

養成・管理事業 

1.目的  介護予防サポーター養成講座及びフォローア

ップ講座を開催し、介護予防サポーターの活動の

相談、登録、需給調整を行うとともに、積極的に

活動に参加できる機会の提供に努める。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 養成講座 

     (2) フォローアップ研修 

04 

社協共募役員等 

研修事業 

1.目的  社会福祉協議会及び共同募金委員会が抱える

今日的課題を探り、地域福祉のあり方や社協及び

共募の今後の展望等について研修する。 

2.期日  令和７年９月 

3.対象  社協役職員、共同募金委員会役員、ボランティ

ア関係者等 

4.内容  北海道社会福祉大会への参加 

05 

ボランティア活動 

保険加入促進事業 

1.目的  ボランティア活動中の事故に係る負担軽減を

図る。また、保険加入を促進し、町内におけるボ

ランティア活動の活性化、推進を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) ボランティア活動保険 

     (2) その他の保険 
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 基本目標２ 仕組みづくり  

（１）住民参加・世代間交流 

事業名等 事業概要 

01 

みらいえ利用促進事業 

（ふれあいサロン事業） 

1.目的  町民がつどうサロンやスペースを開設し、ふれ

あいを通した地域福祉の推進及びまちの活性化

を図り、多様な主体の参加交流を促進する。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  改善センターを活用したサロン事業 

02 

認知症カフェ 

開催事業 

（まんまるカフェ） 

1.目的  認知症当事者やその家族が、地域の人や専門家

と相互に情報を共有し、互いを理解し合う機会と

する。また、認知症の診断後、介護サービスにつ

ながるまでの空白の期間を支援する。 

2.期日  通年（毎月第３金曜日） 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 認知症についての情報発信、相談受付 

     (2) 交流事業 

03 

地域サロン活動 

支援事業 

1.目的  社会参加が困難となった高齢者や閉じこもり

がちな高齢者をはじめ、地域コミュニティの中で

町民が互いに支え助け合うため、身近な地域で多

様な主体によって企画及び運営される地域サロ

ン活動の支援を行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  サロン運営団体 

4.内容  サロン活動費の一部助成 

04 

社会福祉大会 

開催事業 

1.目的  心の通う豊かな福祉のまちづくりを目指すた

め、町内の福祉関係者が一堂に会し、多年にわた

り社会福祉の発展に貢献された個人及び団体を

顕彰するとともに児童生徒の作文コンクールを

通し、住民参加による住みよい福祉のまちづくり

の推進に寄与する。 

2.期日  令和７年10月11日（土） 

3.対象  町内福祉関係者、一般町民 

4.内容  (1) 社協会長顕彰 

     (2) 共募ご当地ピンバッジコンクール表彰 

     (3) 福祉作文コンクール表彰、発表 
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05 

福祉フェア開催事業 

1.目的  ノーマライゼーションの理念に基づき、あらゆ

る人が気軽に心地よくふれ合える場を創出し、福

祉への理解を深め、共に生きるまちづくりを目指

すことを目的に開催する。 

2.期日  未定 

3.対象  全町民 

4.内容  町内福祉関係法人・団体による実行委員会を組

織し実施する。 

06 

共同募金活動 

支援事業 

1.目的  共同募金活動への理解を深め、募金をツールと

した住民参加や世代間交流を図り、福祉増進の寄

与に努める。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 赤い羽根及び歳末義援金募金の実施 

     (2) 福祉事業、見舞金助成 

07 

赤い羽根 

チャリティーカラオケ 

開催事業 

1.目的  共同募金運動について広く町民へＰＲし、共同

募金運動への理解を深めてもらうことで募金運

動の推進と募金増強を図る。 

2.期日  令和７年12月７日（日） 

3.対象  一般町民 

4.内容  益金の募金 

08 

福祉団体支援事業 

1.目的  老人クラブ連合会、身障福祉協会、遺族会、赤

十字奉仕団、シルバーセンターなどの福祉団体の

支援を行い、人材の加入促進と住民参加、世代間

交流を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  福祉関係団体 

4.内容  事業協力、支援及び助成 

09 

農村環境改善センター 

管理事業 

1.目的  福祉と教育の複合拠点施設として、福祉増進及

び文化向上を図り、施設の良好な維持管理と運営

を行う。 

2.期日  通 年 

3.内容  (1) 複合拠点施設としての運営 

     (2) 建物・設備の維持管理 

10 

こども食堂開催事業 

1.目的  食料支援を必要とする子どもの支援や居場所

づくり、地域交流、フードロス削減などを目的に

開催する。 

2.期日  年２回程度（学校の長期休みの時期） 

3.対象  全町民 

3.内容  実行委員会を組織し実施する。 
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（２）生活支援サービスの推進 

事業名等 事業概要 

01 

給食サービス事業 

（見守り配食事業） 

1.目的  調理が困難な高齢者及び障がい者等に対し、給

食の提供と見守りを一体的に行い、在宅生活を支

援する。 

2.期日  通年（毎週火曜日、水曜日） 

3.対象  在宅要援護高齢者など 

4.利用料 300円／１食 

02 

介護保険事業 

（訪問介護） 

 

1.目的  介護保険法に基づき、要援護者等に対し必要か

つ適正な生活支援サービスを提供する。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅要援護者 

4.内容  (1) 訪問介護（身体介護、生活援助） 

     (2) 第１号訪問サービス 

03 

障害者総合支援事業 

（居宅介護） 

（重度訪問介護） 

1.目的  障害者総合支援法に基づき、障がい者等に対し 

必要かつ適正な生活支援サービスを提供する。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅障がい者 

4.内容  (1) 居宅介護、重度訪問介護 

     (2) 地域生活支援事業 

      （移動支援、訪問入浴、生活サポート） 

04 

生活支援 

コーディネーター 

設置事業 

（生活支援体制整備事業） 

1.目的  自治会館を拠点とした活動の中で地域ごとの

課題を整理し、必要な支援に対する供給方法につ

いて、地域住民と連携を図ることを目的に実施す

る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民、福祉関係者 

4.内容  (1) 地域資源の調査及び発掘 

     (2) 生活及び福祉ニーズの把握 

     (3) 地域コミュニティの構築 

     (4) 地域での交流事業、担い手の養成 

 

（３）就労支援体制の整備 

事業名等 事業概要 

01 

地域活動支援センター 

運営事業 

（あざれあ工房） 

1.目的  障がい者の日中活動の場として、創作的活動ま

たは生産活動の機会と社会との交流の場を提供

し、社会参加意欲の高揚を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅障がい者 

4.内容  地域活動支援センターⅢ型の運営 
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 基本目標３ 地域づくり  

（１）交通支援・生活環境の確保 

事業名等 事業概要 

01 

地域福祉実践活動 

推進事業 

1.目的  地域における福祉ニーズに対応するため、行政

区単位によるたすけあいチーム、福祉委員の組織

化及び活動の推進を図り、生活環境の維持確保に

努める。 

2.期日  通 年 

3.対象  行政区 

4.内容  事業支援及び助成  

 

（２）総合相談・支援体制の整備 

事業名等 事業概要 

01 

心配ごと相談所 

開設事業 

1.目的  町民が抱えるさまざまな心配ごとを受任し、解

決への手続きや助言を行うとともに、必要に応じ

関係機関への橋渡し等を行う。 

2.期日  毎週水曜日 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 相談の受任 

     (2) 相談会の開催（年２回） 

     (3) セミナーの開催（年２回） 

02 

介護保険事業 

（居宅介護支援） 

1.目的  介護保険法上の相談に応じ、要援護者等に対し

必要かつ適正な生活支援サービスへの橋渡しを

行う。 

2.期日  通 年 

3.対象  在宅要援護者 

4.内容  居宅介護支援（ケアプラン作成）の提供 

03 

生活相談及び 

資金貸付事業 

（町社協、道社協） 

1.目的  生活困窮世帯（者）の生活課題などの相談に応

じ経済的に支援するとともに、民生委員等と連携

した総合的な相談援助により、生活困窮者等の経

済的、生活の自立を図る。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1) 福祉資金の貸付け（町社協） 

     (2) 生活福祉資金の貸付け（道社協） 
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04 

生活困窮者に対する 

安心サポート事業 

1.目的  生活困窮者等への相談援助や自立相談支援機

関と連携し、現物給付による経済的援助及び自立

を促す。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1) 給付による自立支援及び生活支援 

     (2) 自立相談機関への橋渡し及び連携 

05 

地域包括支援センター 

事業 

1.目的  町民の心身の健康と生活安定のために必要な

援助を行うとともに、保健医療の向上及び福祉の

増進を包括的に支援する。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 包括的支援事業 

     (2) 介護予防支援事業 

 

（３）人権・権利擁護体制の整備 

事業名等 事業概要 

01 

日常生活自立支援事業 

1.目的  自己判断能力等が十分でない在宅者に対し、福

祉サービス利用援助や金銭管理を行い、町民の権

利を擁護し、自立した生活を支援する。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民（生活困窮世帯、者） 

4.内容  (1) 福祉サービスの利用援助 

     (2) 日常的な金銭管理、書類預かり 

02 

あんしんサポート 

センター事業 

（成年後見事業） 

1.目的  すべての町民が地域で安心して暮らせるよう、

判断能力が十分でない人の日常生活や財産管理

など権利擁護に関する相談業務や、成年後見制度

等のサービスを的確に利用できるよう支援を行

うことを目的とする。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 包括的な相談・調整窓口 

     (2) 成年後見制度利用促進 

     (3) 法人後見体制整備 

     (4) 市民後見人養成、管理 
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（４）災害時の避難支援体制の充実 

事業名等 事業概要 

01 

災害ボランティア 

センター設置運営事業 

1.目的  災害時を想定した一連の運営訓練を実施する

とともに、災害ボランティアセンター運営マニュ

アルの検証を行い、各関係機関と連携を図り、災

害時に備える。 

2.期日  通 年 

3.対象  一般町民 

4.内容  (1) 設置運営マニュアルの検証、改訂 

     (2) 設置運営訓練の実施 

 

（５）健康・介護予防の推進 

事業名等 事業概要 

01 

健康教室 

すまいるあっぷ 

運営事業 

（地域介護予防活動支援事業） 

1.目的  地域活動の拠点となるつどいの場が、より良い

支援や地域の体制づくりを行い、活動を希望する

人と活動団体がつながるよう、情報提供を行うと

ともに、住民主体となって活動できることを目的

に実施する。 

2.期日  通 年 

3.対象  行政区（一般町民） 

4.内容  (1) 介護予防等に係る体操、レクリエーション 

     (2) 住民活動の促進、支援 
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